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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数枚の未乾燥単板の成形した接合端縁同士を密接乃至は密接に近い状態に接近させ、
該接近させた接合端縁の部分乃至は接合端縁の近辺を、適宜の接合資材を用いて接合する
ことと、接合端縁を接近させた未乾燥単板の累積長さが、所望の定尺長さに達する都度、
定尺切断を施すこととを併行的に実施して、所望長さの未乾燥の接合定尺単板を作成する
に際し、いずれかの未乾燥単板が少なくとも一部に所定限度を超える難乾燥部位を含むと
予測される場合には、当該未乾燥単板についてのみ接合を休止したまま通常通りの定尺切
断を施し、所望長さの未乾燥の定尺単板群と成して処理することを特徴とする未乾燥単板
の処理方法。
【請求項２】
　いずれかの未乾燥単板に独立的に存在する所定限度を超える難乾燥部位の長さが一定限
度以下であると予測される場合に限っては、当該未乾燥単板の接合を実施して成る請求項
１記載の未乾燥単板の処理方法。
【請求項３】
　複数枚の未乾燥単板の成形した接合端縁同士を密接乃至は密接に近い状態に接近させ、
該接近させた接合端縁の部分乃至は接合端縁の近辺を、適宜の接合資材を用いて接合する
ことと、接合端縁を接近させた未乾燥単板の累積長さが、所望の定尺長さに達する都度、
定尺切断を施すこととを併行的に実施して、所望長さの未乾燥の接合定尺単板を作成する
に際し、いずれかの未乾燥単板が一部に所定限度を超える難乾燥部位を含むと予測される
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場合には、当該未乾燥単板を、所定限度を超える難乾燥部位を含む短尺の未乾燥単板と、
所定限度を超える難乾燥部位を含まない短尺の未乾燥単板とに切断分離する処理を施すと
共に、所定限度を超える難乾燥部位を含まない短尺の未乾燥単板については接合を実施す
るが、所定限度を超える難乾燥部位を含む短尺の未乾燥単板ついては接合を休止したまま
通常通りの定尺切断を施し、所望長さの未乾燥の定尺単板群と成して処理することを特徴
とする未乾燥単板の処理方法。
【請求項４】
　いずれかの未乾燥単板に独立的に存在する所定限度を超える難乾燥部位の長さが一定限
度以下であると予測される場合に限っては、当該未乾燥単板に対する切断処理を中止し、
そのままで接合を実施して成る請求項３記載の未乾燥単板の処理方法。
【請求項５】
　切断処理を施したとすると分離されることになる、所定限度を超える難乾燥部位を含ま
なくなる短尺の未乾燥単板の長さが、規定限度未満となってしまう場合に限っては、切断
処理を中止し、所定限度を超える難乾燥部位を含むと予測される部分と併せて接合を休止
する処置を施して成る請求項３又は請求項４記載の未乾燥単板の処理方法。
【請求項６】
　定尺切断に伴って分離されることになる、所定限度を超える難乾燥部位を含むと予測さ
れる短尺の未乾燥単板の長さが、許容限度未満となる場合に限っては、当該未乾燥単板に
ついて接合を実施して成る請求項１乃至請求項５のいずれか一つの項に記載する未乾燥単
板の処理方法。
【請求項７】
　隣合う未乾燥単板同士が、いずれも所定限度を超える難乾燥部位を、一定限度を超える
長さづつ含むと予測される未乾燥単板である場合に限っては、当該未乾燥単板同士の接合
を実施して成る請求項１乃至請求項６のいずれか一つの項に記載する未乾燥単板の処理方
法。
【請求項８】
　接合すべき未乾燥単板の含水率を計測することによって、当該未乾燥単板が所定限度を
超える難乾燥部位を含むか否かを予測して成る請求項１乃至請求項７のいずれか一つの項
に記載する未乾燥単板の処理方法。
【請求項９】
　接合すべき未乾燥単板の色を識別することによって、当該未乾燥単板が所定限度を超え
る難乾燥部位を含むか否かを予測して成る請求項１乃至請求項７のいずれか一つの項に記
載する未乾燥単板の処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、合板・単板積層材等の製造に供する未乾燥単板の処理方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば特許文献１・特許文献２に開示される如く、合板・単板積層材等の製造に
供する未乾燥単板（生単板）の内で、所望長さに満たない未乾燥単板を、矩形状に成形す
ると共に、複数枚の未乾燥単板の成形した接合端縁同士を密接乃至は密接に近い状態に接
近させ、該接近させた接合端縁の部分（端面）、或は接合端縁の近辺等を、接着剤・接合
糸等の適宜の接合資材を用いて接合すること（横剥）と、接合端縁を接近させた未乾燥単
板の累積長さが、所望の定尺長さ（一般的には、乾燥装置の入口寸法の半分弱）に達する
都度、定尺切断を施すこととを併行的に実施して、所望長さの未乾燥の接合定尺単板を作
成することにより、後位の乾燥工程に於ける取扱い性等を向上させる試みが成されており
、最近では、例えば本出願人の出願に係る特許文献３に開示される如く、単板搬送路に於
ける端縁接近位置の後位に、適宜長さの接合促進区域（同文献の用語は接着促進区域）を
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設定すると共に、未接合（同文献の用語は未接着）の接合端縁に対する接合促進作用（同
文献の用語は接着促進作用）については、単板の搬送時と搬送停止時のいずれの時期であ
っても付与可能とし、前記接合促進区域に到来する未接合の接合端縁の内で、常に最も搬
送方向下手側にある未接合の接合端縁から順に、接合促進作用を付与することを基本とす
る複数の技術の内で、同文献３の図面の図１０・図１２・図１９に関連する技術の如く、
接合テープを接合資材として用いる技術については、親水熱硬化性接着剤を塗工して成る
未乾燥単板用の接合テープの活用によって、比較的迅速に適確な接合が行い得る実績を挙
げるに至っている。
【０００３】
　他方、天然の素材である原木から削成される未乾燥単板は、被乾燥性が全ての部位に亘
って一様ではなく、乾燥が比較的容易な部位もあれば、乾燥が極めて難しい部位もあるな
ど変化に富んでおり、次位の乾燥工程に於て、例えば乾燥が極めて難しい部位に基準を合
わせて乾燥処理を施したとすると、乾燥能率が甚だ悪くなって、乾燥エネルギを浪費する
ムダが生じるばかりでなく、乾燥が比較的容易な部位が過乾燥となるので、過剰な収縮が
発生するなどの弊害を惹起し、また例えば処理する全ての未乾燥単板の被乾燥性を対象と
して割出した、平均的な被乾燥性を有する部位に基準を合わせて乾燥処理を施したとする
と、難乾燥部位（乾燥が極めて難しい部位を含めた乾燥が難しい部位）の少なくとも一部
が乾燥不足となるので、そのままでは後位の接着工程（単板同士を重ね合わせて接着する
工程）に於て接着不良が多発する致命的な弊害が誘発されることになる。
【０００４】
　因に、一般論として、原木の外周寄りの辺材部分から削成される未乾燥単板は、それ以
外の芯材部分から削成される未乾燥単板に比べて含水率が高いので、乾燥が比較的難しい
傾向があり、或は個別的な実例としては、黒く変色した杉の芯材部分（所謂、杉の黒芯）
から削成される未乾燥単板は、黒く変色していない杉の芯材部分から削成される未乾燥単
板に比べて水分の離脱性（抜け）が悪く、乾燥が難しい傾向があるなど、いくつかの被乾
燥性の特性が知られてはいるが、種々の未乾燥単板のいずれの部位が、本当に難乾燥部位
であるのかは、当該未乾燥単板を実際に乾燥してみなければ判然としないのが実態である
。
【特許文献１】特開昭５７－６７０２号公報
【特許文献２】特開昭５８－１１９８０１号公報
【特許文献３】特開２００３－２９１１０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、一般的には、未乾燥単板を所望寸法の定尺単板に成形した後に、乾燥が極めて
難しいと予測される部位と、全ての未乾燥単板を対象とした場合に於ける平均的な被乾燥
性を有すると予測される部位との中間辺りの部位から、該中間辺りの部位よりも更に些か
乾燥が困難となる部位までの範囲内にある所望の部位に、基準を合わせて乾燥処理を施す
ことによって、難乾燥部位についても、相応の分量は適正含水率以下に乾燥し得る設定と
し、該設定の下で、乾燥後に各単板（乾燥単板）の含水率を計測して、全体が適正含水率
以下の単板を乾燥良品、適正含水率を超える含水率の部位が残存する単板を乾燥不足品と
して弁別し、該乾燥不足品に限っては、乾燥工程に逆戻りさせて、再び乾燥処理を施す処
置（所謂、再乾処置）が採られており、先述の如く作成する接合定尺単板につても、同様
の処理形態が採られている。
【０００６】
　而して、どこにも継目の無い定尺単板に関しては、全体が難乾燥部位である実例も相当
多いので、斯様な処理形態の採用も止むを得ないことであり、また、必要に応じては、予
め難乾燥部位の多寡を予測して、難乾燥部位を多く含むと予測される定尺単板と、難乾燥
部位を殆ど含まないと予測される定尺単板とに弁別し、夫々に異なる基準を設けて、別々
に乾燥処理を施すことも容易であるから、必ずしも実用的に問題であるとは言い切れない
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が、先記接合定尺単板に関しては、一部の未乾燥単板のみが局部的に難乾燥部位を有する
実例が比較的多いので、述上の如き処理形態を採った場合には、再乾処置に伴って、前記
一部の未乾燥単板を除いた、残りの多くの未乾燥単板について、乾燥エネルギを浪費する
、過剰な収縮を発生させるなどの弊害を惹起する欠陥があった。
【０００７】
　また更に、あえて付言すると、一部の現場では、乾燥した単板の適正含水率を超える含
水率の部位に、インク等を用いて印しを付けると共に、当該印しの付いた部位を、作業者
が破り取り、乾燥工程に逆戻りさせて再乾処置を施し、他の部位については、乾燥良品と
された単板に準じて再接合工程に移送し、他の単板との重合接着に適する所定寸法の定尺
接合単板として作り直すように、再接合する処理形態も採られているが、人手による裂け
目は、不規則に折れ曲って非直線的に生成されるので、再接合する際に、少なからぬ切屑
が発生することになり、単板歩留りを低下させる悪因となっている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、先述の如く接合定尺単板を作成する過程に於て、選択的に接合を実施するこ
とにより、定尺単板群の生成・混在を許容して、総合的な単板の取扱い性を著しく損なう
ことなく、前記従来の処理形態に於ける弊害の惹起を抑制するように図ったものであり、
具体的には、基本的な未乾燥単板の処理方法として、接合定尺単板を作成するに際し、い
ずれかの未乾燥単板が少なくとも一部に所定限度（乾燥が相当に難しくなる限度）を超え
る難乾燥部位を含むと予測される場合には、当該未乾燥単板についてのみ接合を休止した
まま通常通りの定尺切断を施し、所望長さの未乾燥の定尺単板群と成して処理する処理方
法（請求項１）と、いずれかの未乾燥単板が一部に所定限度を超える難乾燥部位を含むと
予測される場合には、当該未乾燥単板を、所定限度を超える難乾燥部位を含む短尺の未乾
燥単板と、所定限度を超える難乾燥部位を含まない短尺の未乾燥単板とに切断分離する処
理を施すと共に、所定限度を超える難乾燥部位を含まない短尺の未乾燥単板については接
合を実施するが、所定限度を超える難乾燥部位を含む短尺の未乾燥単板ついては接合を休
止したまま通常通りの定尺切断を施し、所望長さの未乾燥の定尺単板群と成して処理する
処理方法（請求項３）とを提案する。
【０００９】
　また、前記基本的な処理方法の実用性を向上させる為の実用的な処理方法として、いず
れかの未乾燥単板に独立的に存在する所定限度を超える難乾燥部位の長さが一定限度以下
であると予測される場合に限っては、当該未乾燥単板の接合を実施して成る請求項１記載
の処理方法（請求項２）と、いずれかの未乾燥単板に独立的に存在する所定限度を超える
難乾燥部位の長さが一定限度以下であると予測される場合に限っては、当該未乾燥単板に
対する切断処理を中止し、そのままで接合を実施して成る請求項３記載の処理方法（請求
項４）と、切断処理を施したとすると分離されることになる、所定限度を超える難乾燥部
位を含まなくなる短尺の未乾燥単板の長さが、規定限度未満となってしまう場合に限って
は、切断処理を中止し、所定限度を超える難乾燥部位を含むと予測される部分と併せて接
合を休止する処置を施して成る請求項３又は請求項４記載の処理方法（請求項５）と、定
尺切断に伴って分離されることになる、所定限度を超える難乾燥部位を含むと予測される
短尺の未乾燥単板の長さが、許容限度未満となる場合に限っては、当該未乾燥単板につい
て接合を実施して成る請求項１乃至請求項５のいずれか一つの項に記載する処理方法（請
求項６）と、隣合う未乾燥単板同士が、いずれも所定限度を超える難乾燥部位を、一定限
度を超える長さづつ含むと予測される未乾燥単板である場合に限っては、当該未乾燥単板
同士の接合を実施して成る請求項１乃至請求項６のいずれか一つの項に記載する処理方法
（請求項７）と、接合すべき未乾燥単板の含水率を計測することによって、当該未乾燥単
板が所定限度を超える難乾燥部位を含むか否かを予測して成る請求項１乃至請求項７のい
ずれか一つの項に記載する処理方法（請求項８）と、接合すべき未乾燥単板の色を識別す
ることによって、当該未乾燥単板が所定限度を超える難乾燥部位を含むか否かを予測して
成る請求項１乃至請求項７のいずれか一つの項に記載する処理方法（請求項９）とを提案
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する。
【発明の効果】
【００１０】
　先記請求項１及び請求項３に係る処理方法によると、接合定尺単板の外に、類似形態の
定尺単板群が作成され、該定尺単板群の取扱い性が、接合定尺単板の取扱い性に比べて若
干低下するものの、従前通りの乾燥処理を前提として、乾燥の困難性が所定限度を超える
か否かを区分する基準を、先記従前の乾燥処理の基準と同等程度に設定して処理するよう
にすれば、定尺単板群が生成される割合は比較的少なくて済み、総合的には従来と殆ど変
わらない取扱い性が維持できるので、実用的に格別支障が生じる虞がないのは勿論のこと
、前記定尺単板群を乾燥した後に於て、難乾燥部位を含むと予測された単板に、適正含水
率を超える含水率の部位が残存しなければ、そのまま後位の再接合工程等に移送すれば足
り、或は適正含水率を超える含水率の部位が残存した場合には、当該単板だけを、乾燥工
程に逆戻りさせて、再乾処置を施せば足りるから、いずれにしても、残りの単板について
、先述の如き弊害を惹起する虞がなく、当然ながら、乾燥不足品に該当する単板を破る必
要がないので、単板歩留りを低下させる虞もない。
【００１１】
　また、所定限度を超える難乾燥部位を含むと予測される未乾燥単板を、請求項１或は請
求項３の基本的な処理方法で以って処理することに格別問題はないが、所定限度を超える
難乾燥部位の長さ（単板の繊維方向と直交方向の長さ）が一定限度以下であれば、乾燥時
の加熱に伴って蒸気化する水分が比較的抜け易くて、当該所定限度を超える難乾燥部位の
乾燥が予想以上に促進されることがあり、またたとえ乾燥した単板に、適正含水率を超え
る含水率の部位が残ったとしても、その長さが極めて短ければ、後位の接着工程に於て接
着不良が発生する確率も極めて少なくなるので、請求項２或は請求項４の処理方法の如く
、いずれかの未乾燥単板に独立的に存在する所定限度を超える難乾燥部位の長さが一定限
度以下であると予測される場合に限っては、当該未乾燥単板を、所定限度を超える難乾燥
部位を含まない未乾燥単板と同様に、接合処理するようにしても差支えなく、基本的な処
理方法に比べて、総合的な取扱い性等が向上する。
【００１２】
　また、所定限度を超える難乾燥部位とそれ以外の部位とが混在する未乾燥単板を処理す
る場合に、所定限度を超える難乾燥部位を含まない部分の長さが規定限度未満であれば、
たとえそのまま乾燥工程に逆戻りさせて、再乾処置を施したとしても、先記弊害が及ぶ割
合は極く僅かであるのに対して、切断分離して別々に処理すれば、切断及び接合処理の為
の時間と接合資材とが余分に必要となって、双方の利害・得失の差は然程多くないから、
請求項５の処理方法の如く、切断処理を施したとすると分離されることになる、所定限度
を超える難乾燥部位を含まなくなる短尺の未乾燥単板の長さが、規定限度未満となってし
まう場合に限っては、切断処理を中止し、所定限度を超える難乾燥部位を含むと予測され
る部分と併せて接合を休止する処置を施すようにしても差支えなく、基本的な処理方法に
比べて、少なくとも処理の能率性が向上する。
【００１３】
　また、所望長さの未乾燥の定尺単板群を作成して堆積する場合に、該定尺単板群の最前
端或は最後端に、所要限度未満の短尺の未乾燥単板が混在したとすると、定尺単板群の堆
積時の振動や堆積山の移送時の振動等に起因して、前記所要限度未満の短尺の未乾燥単板
が落下して紛失する虞が生じること、また仮に接合定尺単板の最前端或は最後端に、所定
限度を超える難乾燥部位を含むと予測される未乾燥単板が混入したとしても、当該未乾燥
単板の長さが短ければ、端部に位置する条件からして、当該未乾燥単板の乾燥が予想以上
に促進され易いこと、更には乾燥した単板の最前端或は最後端に、適正含水率を超える含
水率の部位が残ったとしても、その長さが極めて短ければ、後位の接着工程に於て接着不
良が発生する確率も極めて少なくなることなどを勘案すると、請求項６の処理方法の如く
、定尺切断に伴って分離されることになる、所定限度を超える難乾燥部位を含むと予測さ
れる短尺の未乾燥単板の長さが、許容限度未満となる場合に限っては、当該未乾燥単板に
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ついて接合を実施して、接合定尺単板に組入れたとしても実用的に殆ど支障なく、端部に
位置する短尺の未乾燥単板を紛失する虞がなくなると共に、堆積姿勢も悪化し難くなるの
で有益である。
【００１４】
　また、請求項７の処理方法の如く、隣合う未乾燥単板同士が、いずれも所定限度を超え
る難乾燥部位を、一定限度を超える長さづつ含むと予測される未乾燥単板である場合に限
っては、当該未乾燥単板同士の接合を実施するようにしても差支えなく、接合した未乾燥
単板の取扱い性が若干向上し、必要に応じて、再乾処理する場合にも、能率性が向上する
。
【００１５】
　また一方、未乾燥単板が所定限度を超える難乾燥部位を含むか否かを予測する手段とし
ては、請求項８の処理方法の如く、未乾燥単板の含水率を計測する手段が至便ではあるが
、請求項９の処理方法の如く、未乾燥単板の色を識別する手段も挙げられ、前者の手段に
は、公知の種々の含水率計が、また後者の手段には、公知の種々のカラーセンサ・ライン
センサカメラ等の識別機器が夫々適用できると共に、色の識別には、作業者による目測も
利用可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明を図面に例示した実施の一例と共に詳述するが、未乾燥単板の接合に用い
る接合資材については、従来から用いられている各種の接着剤や接合テープ等を用いるこ
とが可能であって、格別な制約がないことをここに明記し、図示例に於ては、代表的な一
例として、接合テープ（親水熱硬化性接着剤を塗工して成る接合テープ）を表示した。ま
た、所定限度を超える難乾燥部位とそれ以外の部位とを区分表記する便宜上、所定限度を
超える難乾燥部位にはハッチング模様を付した（併せて木目模様の表記を省略した）が、
表記はあくまで予測に基づく区分であることをここに明記する
【実施例１】
【００１７】
　本発明に係る処理方法は、いずれも、例えば図１に例示する如く、少なくとも接合処理
を施すまでに、複数枚の不定形な未乾燥単板Ａ１・Ａ２・Ａ３・Ａ４……Ａｎ（但し、ｎ
は制限のない正の整数）の前後端部に付随する不要部分ｂを予め切除し、次いで成形した
未乾燥単板ａ１・ａ２・ａ３・ａ４……ａｎの接合端縁同士を密接乃至は密接に近い状態
に接近させ、該接近させた接合端縁の近辺を、接合テープ１を用いて接合することと、接
合端縁を接近させた未乾燥単板ａ１・ａ２・ａ３・ａ４……の累積長さが、所望の定尺長
さＬに達する都度、定尺切断を施すこととを併行的に実施して、所望長さＬの未乾燥の接
合定尺単板Ｂを作成することを原則とするものであり、作成した接合定尺単板Ｂは、常法
通り順次堆積処理した後に、堆積高さが所望高さ達する都度、後位の乾燥処理工程へ移送
して、乾燥処理を施すことになるるが、本発明の請求項１に係る処理方法は、例えば図２
に例示する如く、不定形な未乾燥単板Ａ４・Ａ５・Ａ６・Ａ７…の不要部分ｂを予め切除
し、次いで成形した未乾燥単板ａ４・ａ５・ａ６’・ａ７・ａ８の接合端縁を接近させて
、接合テープ１を用いて順次接合するに際し、いずれかの未乾燥単板、例えば未乾燥単板
ａ６’が、少なくとも一部に所定限度を超える難乾燥部位ｃを含むと予測される場合には
、例外的に、当該未乾燥単板ａ６’についてのみ接合を休止したまま通常通りの定尺切断
を施し、所望長さＬの未乾燥の定尺単板群Ｃと成して処理するものである。
【００１８】
　斯様な処理方法によれば、接合定尺単板Ｂの外に、類似形態の定尺単板群Ｃが作成され
、該定尺単板群Ｃの取扱い性が、接合定尺単板Ｂの取扱い性に比べて若干低下するものの
、従前通りの乾燥処理を前提として、乾燥の困難性が所定限度を超えるか否かを区分する
基準を、先記従前の乾燥処理の基準と同等程度に設定して処理するようにすれば、定尺単
板群Ｃが生成される割合は比較的少なくて済み、総合的には従来と殆ど変わらない取扱い
性が維持できるので、実用的に格別支障が生じる虞がないのは勿論のこと、前記定尺単板
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群Ｃを乾燥した後に於て、難乾燥部位を含むと予測された単板（ａ６’）に、適正含水率
を超える含水率の部位が残存しなければ、そのまま後位の再接合工程等に移送すれば足り
、或は適正含水率を超える含水率の部位が残存した場合には、当該単板だけを、乾燥工程
に逆戻りさせて、再乾処置を施せば足りるから、いずれにしても、残りの単板について、
先述の如き弊害を惹起する虞がなく、当然ながら、乾燥不足品に該当する単板を破る必要
がないので、単板歩留りを低下させる虞もない。
【００１９】
　次に、本発明の請求項２に係る処理方法は、例えば図３に例示する如く、不定形な未乾
燥単板Ａ８・Ａ９・Ａ１０・Ａ１１…の不要部分ｂを予め切除し、次いで成形した未乾燥
単板ａ８・ａ９’・ａ１０・ａ１１・ａ１２の接合端縁を接近させて、接合テープ１を用
いて順次接合するに際し、例えば未乾燥単板ａ９’が、少なくとも一部に所定限度を超え
る難乾燥部位ｃを含んではいるものの、独立的に存在する（他の所定限度を超える難乾燥
部位と分離して存在している）所定限度を超える難乾燥部位ｃの長さＬ１が一定限度以下
（例えば３ｃｍ以下、好ましくは２ｃｍ以下）であると予測される場合に限っては、当該
未乾燥単板ａ９’の接合を実施し、接合定尺単板Ｂを（但し、図示は省略したが、所定限
度を超える難乾燥部位を、一定限度を超える長さだけ含むと予測される未乾燥単板が別に
混在する場合には、定尺単板群を）作成するものである。
【００２０】
　斯様な処理方法によれば、所定限度を超える難乾燥部位を有する単板が、再乾処理を不
用とするように接合処理されることになるが、所定限度を超える難乾燥部位の長さ（図示
方向に於ける最長箇所の長さ）が一定限度以下であれば、乾燥時の加熱に伴って蒸気化す
る水分が比較的抜け易くて、当該所定限度を超える難乾燥部位の乾燥が予想以上に促進さ
れることがあり、またたとえ乾燥した単板に、適正含水率を超える含水率の部位が残った
としても、その長さが極めて短ければ、後位の接着工程に於て接着不良が発生する確率も
極めて少なくなるので、実用的に殆ど支障がなく、請求項１に係る処理方法に比べて、接
合定尺単板が多く取得でき、単板歩留り、総合的な取扱い性等が向上する。
【００２１】
　　次に、本発明の請求項３に係る処理方法は、例えば図４に例示する如く、不定形な未
乾燥単板Ａ４・Ａ５・Ａ６・Ａ７…の不要部分ｂを予め切除し、次いで成形した未乾燥単
板ａ４・ａ５・ａ６’・ａ７・ａ８の接合端縁を接近させて、接合テープ１を用いて順次
接合するに際し、いずれかの未乾燥単板、例えば未乾燥単板ａ６’が、一部に所定限度を
超える難乾燥部位ｃを含むと予測される場合には、当該未乾燥単板ａ６’を、所定限度を
超える難乾燥部位ｃを含む短尺の未乾燥単板ａ６’と、所定限度を超える難乾燥部位ｃを
含まない短尺の未乾燥単板ａ６とに切断分離する処理を施すと共に、所定限度を超える難
乾燥部位ｃを含まない短尺の未乾燥単板ａ６については接合を実施するが、所定限度を超
える難乾燥部位ｃを含む短尺の未乾燥単板ａ６’ついては接合を休止したまま通常通りの
定尺切断を施し、所望長さＬの未乾燥の定尺単板群Ｃと成して処理するものである。
【００２２】
　斯様な処理方法によっても、接合定尺単板Ｂの外に、類似形態の定尺単板群Ｃが作成さ
れ、該定尺単板群Ｃの取扱い性が、接合定尺単板Ｂの取扱い性に比べて若干低下するもの
の、従前通りの乾燥処理を前提として、乾燥の困難性が所定限度を超えるか否かを区分す
る基準を、先記従前の乾燥処理の基準と同等程度に設定して処理するようにすれば、定尺
単板群Ｃが生成される割合は比較的少なくて済み、総合的には従来と殆ど変わらない取扱
い性が維持できるので、実用的に格別支障が生じる虞がないのは勿論のこと、前記定尺単
板群Ｃを乾燥した後に於て、難乾燥部位を含むと予測された単板（ａ６’）に、適正含水
率を超える含水率の部位が残存しなければ、そのまま後位の再接合工程等に移送すれば足
り、或は適正含水率を超える含水率の部位が残存した場合には、当該単板だけを、乾燥工
程に逆戻りさせて、再乾処置を施せば足りるから、いずれにしても、残りの単板について
、先述の如き弊害を惹起する虞がなく、当然ながら、乾燥不足品に該当する単板を破る必
要がないので、単板歩留りを低下させる虞もない。
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【００２３】
　前記請求項３に係る処理方法は、先記請求項１に係る処理方法に比べて、再乾処置を無
用とする単板の取得割合が多くなる長所と、切断及び接合処理の為の時間と接合資材とが
余分に必要となる弱点とが併存する特性を有することから、所定限度を超える難乾燥部位
を含まない部分の長さが比較的短い場合には、前記長所と弱点とを相殺した得失の差は然
程多くない。そこで、本発明の請求項５に係る処理方法は、例えば図５に例示する如く、
不定形な未乾燥単板Ａ１２・Ａ１３・Ａ１４…の不要部分ｂを予め切除し、次いで成形し
た未乾燥単板ａ１２’・ａ１３・ａ１４’・ａ１５・ａ１６の接合端縁を接近させて、接
合テープ１を用いて順次接合するに際し、いずれかの未乾燥単板、例えば未乾燥単板ａ１
４’が、一部に所定限度を超える難乾燥部位ｃを含むと予測されるものの、基本通り忠実
に切断処理を施したとすると分離されることになる、所定限度を超える難乾燥部位ｃを含
まなくなる短尺の未乾燥単板ａ１４の長さＬ２が、規定限度未満（例えば７ｃｍ未満）と
なってしまう場合に限っては、切断処理を中止し、所定限度を超える難乾燥部位ｃを含む
と予測される部分１４’と併せて接合を休止する処置を施すものであり、少なくとも処理
の能率性が向上する。
【００２４】
　尚、図５からも明らかな如く、請求項３に係る処理方法の実施に際しても、請求項１に
係る処理方法の場合と同様に、例えば成形した未乾燥単板ａ１２’が、少なくとも一部に
所定限度を超える難乾燥部位ｃを含んではいるものの、独立的に存在する所定限度を超え
る難乾燥部位ｃの長さＬ１が一定限度以下であると予測される場合に限っては、当該未乾
燥単板ａ１２’の接合を実施して差支えなく、請求項３に係る処理方法に、斯様な構成を
付加したのが本発明の請求項４に係る処理方法である。
【００２５】
　次に、本発明の請求項６に係る処理方法は、例えば図６に例示する如く、不定形な未乾
燥単板Ａ１６・Ａ１７・Ａ１８…の不要部分ｂを予め切除し、次いで成形した未乾燥単板
ａ１６・ａ１７・ａ１８・ａ１９’の接合端縁を接近させて処理（必要に応じて、接合テ
ープを用いて順次接合）するに際し、定尺切断に伴って分離される最後端（最後尾）の短
尺の未乾燥単板ａ１９’が、所定限度を超える難乾燥部位ｃを含んでおり、而も該難乾燥
部位ｃの長さが、先に請求項２及び請求項４に係る処理方法の説明で述べた一定限度（好
ましくは２ｃｍ以下）を上回る場合であっても、当該未乾燥単板ａ１９’の長さＬ３が、
許容限度未満（例えば４ｃｍ未満、好ましくは３ｃｍ未満）となる場合に限っては、当該
未乾燥単板ａ１９’について接合を実施し、所望長さＬの未乾燥の接合定尺単板Ｂを（又
は、図示は省略したが、所定限度を超える難乾燥部位を、一定限度を超える長さだけ含む
と予測される未乾燥単板が別に混在する場合には、定尺単板群を）作成するものである。
【００２６】
　斯様な処理方法によると、未乾燥の接合定尺単板の最後端（図示は省略したが、最前端
の場合もあり得る）に、所定限度を超える難乾燥部位を有する短尺の未乾燥単板が混入す
ることになるが、端部に位置する条件からして、当該未乾燥単板の乾燥が予想以上に促進
され易いこと、仮に乾燥した単板の最前端或は最後端に、適正含水率を超える含水率の部
位が残ったとしても、その長さが極めて短ければ、後位の接着工程に於て接着不良が発生
する確率も極めて少なくなることなどから、実用的には殆ど支障なく、端部に位置する未
乾燥単板が落下して紛失する虞がなくなると共に、堆積姿勢も悪化し難くなるので有益で
ある。
【００２７】
　尚、図示は省略したが、所定限度を超える難乾燥部位を、一定限度を超える長さだけ含
むと予測される未乾燥単板が別に混在することから、定尺単板群を作成する場合であって
も、前記請求項６に係る処理方法の実施は有効であり、勿論、最後端又は最前端に位置す
る短尺の未乾燥単板に隣接する未乾燥単板が、所定限度を超える難乾燥部位を、一定限度
を超える長さだけ含むと予測される場合にも、接合を実施することによって、再乾処理す
る際の欠落・紛失も併せて低減させることができる。
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【００２８】
　次に、本発明の請求項７に係る処理方法は、例えば図７に例示する如く、不定形な未乾
燥単板Ａ１９・Ａ２０・Ａ２１・Ａ２２の不要部分ｂを予め切除し、次いで成形した未乾
燥単板ａ１９’・ａ２０’・ａ２１・ａ２２の接合端縁を接近させて処理（必要に応じて
、接合テープを用いて順次接合）するに際し、隣合う未乾燥単板同士、例えば未乾燥単板
ａ１９’と未乾燥単板ａ２０’が、いずれも所定限度を超える難乾燥部位ｃを、一定限度
を超える長さづつ含むと予測される場合に限っては、当該未乾燥単板ａ１９’と未乾燥単
板ａ２０’を、接合テープ１を用いて接合するものであり、接合した未乾燥単板の取扱い
性が若干向上し、必要に応じて、再乾処理する場合にも、能率性が向上する。
【００２９】
　因に、請求項３（及び請求項４）に係る処理方法を実施する場合には、隣合う未乾燥単
板同士が、いずれも所定限度を超える難乾燥部位を、一定限度を超える長さづつ含む未乾
燥単板である確率は必ずしも多くはないが、前記請求項５に係る処理方法を実施する場合
には、その確率が多くなる傾向となる。
【００３０】
　次に、前記本発明に係る各処理方法の実施に用いる処理装置について言及すると、従来
公知の様々な形式の未乾燥単板用の接合処理装置に、適時選択的に接合を（必要に応じて
は、切断をも）休止する機能・制御を付加することによって、本発明に係る各処理方法の
実施に用いる処理装置とすることが可能であり、接合資材の種類を含めて、処理装置の構
成に特段の制約はないが、代表的な一例として、先記特許文献３の図面の図１０・図１２
・図１９に開示された形式の接合処理装置が挙げられるので、以下、この形式の接合処理
装置について詳述する。尚、後位に接続する堆積機構については図示を省略した。
【００３１】
　図８は、本発明に係る各処理方法の実施に用いることができる接合処理装置の側面概略
説明図であり、図９は、図８に例示した接合処理装置の要部を成す接合機構の拡大説明図
であり、図１０は、図８に例示した接合処理装置の要部を成す切断機構の作動説明図であ
り、図１１乃至図１３は、図８に例示した接合処理装置の要部を成す接合機構の作動説明
図である。図中、２は、接合処理装置Ｅの要部を成す切断機構Ｆを構成する搬送部材とし
て備えた、刃受体兼用のアンビルロールであって、軸芯方向に適宜の間隔を隔てて円周方
向に連なる複数条の細溝２ａを形成すると共に、好ましくは、外周面にゴム被覆等の保護
処置（切断刃の刃先の損傷保護）を施して成り、後述する制御機構２７の制御に基づき、
サーボモータ等から成る適宜の駆動源３の作動を得て、適時図示矢印方向へ間歇的に回動
せしめられ、不定形な未乾燥単板、例えば未乾燥単板Ａ３５を繊維方向と直交方向へ間歇
的に搬送する。
【００３２】
　４は、前記アンビルロール２の搬送方向上手側に位置する移送部材として備えた、移送
コンベアであり、後述する制御機構２７の制御に基づき、アンビルロール２と同じ駆動源
３（又は図示しない別の同種の駆動源）の作動を得て、適時アンビルロール２と同調する
速度を以って図示矢印方向へ間歇的に回動せしめられ、未乾燥単板Ａ３５をアンビルロー
ル２へ移送する。
【００３３】
　５は、アンビルロール２の斜め上方に対設した切断刃であり、後述する制御機構２７の
制御に基づき、刃物支持部材６、カム・クランク等から成る作動機構７等の作動を得て、
適時図示矢印方向へ往復動せしめられ、未乾燥単板Ａ３５の有効部分と不要部分ｂとの境
界を切断する。因に、切断機構Ｆによって矩形に成形される各未乾燥単板の接合端縁同士
は、当該切断刃５の切断軌跡の位置、即ち、符号Ｕで示す線の位置に於て、密接状に接近
させられる。
【００３４】
　８は、アンビルロール２によって搬送される未乾燥単板Ａ３５の有効部分と不要部分ｂ
との境界を検知する単板検知機構の一部を構成する検知部材として、前記切断刃５の搬送
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方向上手側へ複数個を並列状に備えたリミットスイッチ・光電管等から成る単板検知器で
あり、未乾燥単板Ａ３５の搬送に伴って、単板検知機構の他の一部を構成するコロ９ａ付
の検知レバー９が揺動する際に、常態に於てＯＮである接点８ａの全てがＯＦＦになれば
、未乾燥単板Ａ３５の有効部分の到来を検知し、反対に全てがＯＦＦであった接点８ａの
いずれか一個がＯＮになれば、未乾燥単板Ａ３５の有効部分の通過を検知して、後述する
制御機構２７に単板検知信号を夫々発信する。因に、単板検知機構によって検知される未
乾燥単板の有効部分と不要部分との境界が、結果的に、当該未乾燥単板の接合端縁となる
ことから、単板検知機構は、実質的に接合端縁の位置の検出機構を兼ねる。
【００３５】
　１０は、アンビルロール２によって搬送される未乾燥単板Ａ３５の乾燥の難易度を計測
する計測機構を構成する計測部材として、前記切断刃５の搬送方向上手側へ複数個を並列
状に備えた含水率計・識別センサ類等から成る乾燥難易度計測器であって、アンビルロー
ル２によって搬送される未乾燥単板Ａ３５に、所定限度を超えると予測される難乾燥部位
ｃが存在するか否かを計測して、後述する制御機構２７に計測信号を発信する。
【００３６】
　１１は、アンビルロール２の搬送方向下手側に位置し、実線と点線とで示す如く、基端
部に嵌装された支持軸１２を中心として、先端部がアンビルロール２の細溝２ａに出没す
るよう揺動自在に備えた選別開閉体であり、後述する制御機構２７の制御に基づき、カム
・流体シリンダ等か成る作動機構１３の作動を得て、適時図示矢印方向へ往復揺動せしめ
られ、未乾燥単板３５の有効部分と不要部分ｂの進路を交互に開閉する。
【００３７】
　１４は、前記選別開閉体１１の下方へ付随的に備えた屑排除杆であり、後述する制御機
構２７の制御に基づき、選別開閉体１１の往復揺動に付随して作動するカム・流体シリン
ダ等か成る作動機構１５の作動を得て、適時図示矢印方向へ往復移動せしめられ、未乾燥
単板の前端側の不要部分ｂの落下を助長する。
【００３８】
　１６・１７は、切断機構Ｆによって矩形に成形された未乾燥単板を接合機構Ｇまで搬送
する搬送部材として備えた、上下一対の間歇搬送コンベアであり、実線と点線とで示す如
く、搬送方向上手側の部位が、前記選別開閉体１１に対して並列的に位置して同期的に往
復揺動するよう備えられており、後述する制御機構２７の制御に基づき、切断機構Ｆによ
って矩形に成形された未乾燥単板、例えば未乾燥単板ａ３０・ａ３１・ａ３２・ａ３３・
ａ３４が、切断機構Ｆから搬出される都度、サーボモータ等から成る適宜の駆動源１８の
作動を得て、適時図示矢印方向へ間歇的に走行せしめられ、各未乾燥単板ａ３０・ａ３１
・ａ３２・ａ３３・ａ３４を上下両面から挟持して間歇的に搬送する。
【００３９】
　１９は、接合機構Ｇの一部を構成するボールネジ・チェーン・歯付ベルト等から成る移
動部材であり、前記切断機構Ｆに於ける未乾燥単板の接合端縁の接近位置Ｕから適宜距離
Ｌａを隔てた搬送方向下手側に設定された適宜長さ（複数個所の未接合の接合端縁同士の
進入を許容するに足る長さ）Ｌｂの接合促進区域、例えば符号Ｚ１で示した線と符号Ｚ２
で示した線とで区切った適宜長さＬｂの接合促進区域内に、少なくとも一箇所の未接合の
接合端縁同士が進入する都度、後述する制御機構２７の制御に基づき、サーボモータ等か
ら成る適宜の駆動源２０の作動を得て、接合機構Ｇの要部を成す接合促進機構Ｇａを、常
に最も搬送方向下手側に位置する未接合の接合端縁同士の所在に適合する位置へ、例えば
未乾燥単板ａ３０と未乾燥単板ａ３１との接合端縁同士の所在に適合する位置へ移動させ
る。より詳細には、先ず前記接合促進区域内に於て、最も搬送方向下手側に位置する未接
合の接合端縁同士が存在する位置へ、接合促進機構Ｇａを移動させ、更に接合促進作用の
付与が終了するまでは、未乾燥単板の搬送速度に同調する速度を以って、接合促進機構Ｇ
ａを単板搬送方向下手側へ移動させる。
【００４０】
　２１は、接合促進機構Ｇａの一部を構成する上下一対の接合促進部材であって、接合テ
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ープ１に当接する稲妻状の加圧面が、電熱器・加熱油等の加熱源（図示省略）を介して高
温（例えば２５０℃～３００℃）に加熱されると共に、実線と点線とで示す如く、同期的
に昇降可能に備えられており、後述する制御機構２７の制御に基づき、カム・流体シリン
ダ等か成る作動機構２２の作動を得て、適時図示矢印方向へ昇降作動せしめられ、接合テ
ープ１に接合促進作用を付与し、併せて接合テープ１の分断を助長する。
【００４１】
　２３は、接合促進機構Ｇａの一部を構成するテープ押えロール２４と対向状に備えられ
たテープ繰出しロールであって、必要に応じて、表面に摩擦増強用のゴム被覆が施されて
おり、後述する制御機構２７の制御に基づき、線Ｚ１・Ｚ２で区切った適宜長さＬｂの接
合促進区域内に到来する、少なくとも一箇所の未接合の接合端縁同士の内で、最も搬送方
向下手側に位置する未接合の接合端縁同士、例えば未乾燥単板ａ３０と未乾燥単板ａ３１
との接合端縁同士が存在する位置へ、接合促進機構Ｇａが移動する前に、接合テープリー
ル１Ｒから接合テープ１を所望長さ繰出し、上下一対のテープガイド２６を介して、未乾
燥単板ａ３０と未乾燥単板ａ３１との接合端縁同士を中程に含めた狭小部分に臨む位置に
繰出すと共に、前記接合促進部材２１によって、接合テープ１が未乾燥単板ａ３０と未乾
燥単板ａ３１との接合端縁同士を中程に含めた狭小部分に圧接されている間に、接合テー
プ１を若干繰戻すように、サーボモータ等から成る適宜の駆動源２５を介して、図示矢印
方向に正逆回転せしめられ、接合テープ１の断続的な繰出しと分断とを行う。
【００４２】
　２７は、前記各機器類の作動を制御する制御機構であって、その制御態様は些か多岐に
亘るので、以下、図１０に例示した切断機構の作動説明図、及び図１１～図１３に例示し
た接合機構の作動説明図の説明と併せて、分節的に順次詳述すると、制御機構２７は、先
ず接合処理装置Ｅの切断機構Ｆを始動するに際して、切断刃５、選別開閉体１１、屑排除
杆１３等を、図８に於て実線で示した待機位置、即ち、図１０（イ）に示す位置に待機さ
せると共に、上下一対の間歇搬送コンベア１６・１７を停止させ、更にアンビルーロル２
と移送コンベア４を図示矢印方向へ回動させるように、駆動源３・１８、作動機構７・１
３・１５等の作動を制御する。
【００４３】
　そして、移送コンベア４を介してアンビルーロル２に移送された未乾燥単板Ａ３５の有
効部分が、検知レバー９に付設されたコロ９ａの位置に到達して、単板検知器８が制御機
構２７に単板検知信号を発信すると、制御機構２７は、アンビルーロル２の駆動系統内に
配設されたロータリエンコーダ等から成る回転計測器（図示省略）の計測信号等に基づき
、未乾燥単板Ａ３５の有効部分と前端側の不要部分ｂとの境界が、線Ｕの位置（切断刃の
切断軌跡の位置）に到達した時点で、図１０（ロ）に示す如く、アンビルーロル２と移送
コンベア４の回動を停止させ、且つ、切断刃５を図示矢印方向に往動させると共に、選別
開閉体１１を図示矢印方向に回動させるように、駆動源３、作動機構７・１３等の作動を
制御する。
【００４４】
　次いで、切断刃５の刃先５ａがアンビルーロル２の表面に当接して、未乾燥単板Ａ３５
の有効部分と前端側の不要部分ｂが切断分離されれば、図１０（ハ）に示す如く、切断刃
５を図示矢印方向に復動させると共に、屑排除杆１３を図示矢印方向に往動させ、且つ、
選別開閉体１１を図示矢印方向に回動させるように、作動機構７・１３・１５等の作動を
制御し、更に選別開閉体１１の先端部がアンビルロール２の細溝２ａに没した後に、アン
ビルーロル２と移送コンベア４の回動を再開するように、駆動源３の作動を制御し、併せ
て上下一対の間歇搬送コンベア１６・１７の回動を開始するように、駆動源１８の作動を
制御する。
【００４５】
　やがて、未乾燥単板Ａ３５の有効部分が、検知レバー９に付設されたコロ９ａの位置を
通過して、単板検知器８が制御機構２７に単板検知信号を発信すると、制御機構２７は、
回転計測器の計測信号等に基づき、未乾燥単板Ａ３５の有効部分と後端側の不要部分ｂと
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の境界が、線Ｕの位置に到達した時点で、図１０（ニ）に示す如く、アンビルーロル２と
移送コンベア４と上下一対の間歇搬送コンベア１６・１７の回動を停止させると共に、切
断刃５を図示矢印方向に往動させるように、駆動源３・１８、作動機構７等の作動を制御
する。
【００４６】
　次いで、切断刃５の刃先５ａがアンビルーロル２の表面に当接して、未乾燥単板Ａ３５
の有効部分と後端側の不要部分ｂが切断分離されれば、切断刃５、選別開閉体１１、屑排
除杆１３等を、図１０（イ）に示した当初の待機位置に復動させると共に、アンビルーロ
ル２と移送コンベア４の回動を再開させて、後端側の不要部分ｂを自動的に落下させるよ
うに、作動機構７・１３・１５、駆動源３等の作動を制御する。
【００４７】
　以下、同様の動作の繰返しによって、未乾燥単板の不要部分が順次切除されると共に、
成形された接合端縁同士が、線Ｕの位置に於て密接状に接近させられ、上下一対の間歇搬
送コンベア１６・１７を介して、後述する接合機構Ｇに向けて搬送されるが、加えて、制
御機構２７は、回転計測器の計測信号等に基づき、接合端縁を接近させた未乾燥単板の累
積長さが、所望の定尺長さに達する都度、定尺切断を施すべく、アンビルーロル２と移送
コンベア４と上下一対の間歇搬送コンベア１６・１７の回動を停止させ、且つ、切断刃５
を往復動させるように、駆動源３・１８、作動機構７等の作動を制御する。
【００４８】
　但し、述上の如き切断処理の過程に於て、乾燥難易度計測器１０が所定限度を超えると
予測される難乾燥部位ｃの存在を計測して、制御機構２７に計測信号を発信すると、制御
機構２７は、必要に応じて（請求項３に係る発明の実施時）、回転計測器の計測信号等に
基づき、難乾燥部位ｃと非難乾燥部位との境界が、線Ｕの位置に到達した時点と通過する
時点とに、夫々アンビルーロル２と移送コンベア４と上下一対の間歇搬送コンベア１６・
１７の回動を停止させ、且つ、切断刃５を往復動させるように、駆動源３・１８、作動機
構７等の作動を制御し、併せて、難乾燥部位ｃの存在やその長さなどの情報を、接合端縁
同士の位置の情報と同様に記憶し、後述する接合機構Ｇの制御に活用する。
【００４９】
　次に、制御機構２７は、接合処理装置Ｅの接合機構Ｇを始動するに際して、上下一対の
接合促進部材２１を、図９に於て実線で示した待機位置、即ち、図１１に示す位置に待機
させると共に、接合促進部材２１の中央が、線Ｚ１・Ｚ２で区切った接合促進区域の最も
単板搬送方向上手側に相当する位置、即ち、図１１に示す如く、線Ｚ１に合致する位置に
於て、接合機構Ｇの接合促進機構Ｇａを待機させるように、駆動源２０と作動機構２２の
作動を制御し、併せて、前記接合促進区域内に、少なくとも一箇所の未接合の接合端縁同
士、例えば未乾燥単板ａ３０と未乾燥単板ａ３１との接合端縁同士が到来するまでに、テ
ープ繰出しロール２３を介して、接合テープリール１Ｒから接合テープ１を所望長さ繰出
すように、駆動源２５の作動を制御する。
【００５０】
　やがて、前記切断機構Ｆの作動状況に応じて、前記接合促進区域内に、未乾燥単板ａ３
０と未乾燥単板ａ３１との接合端縁同士が到来したら、図１２に例示する如く、接合促進
部材２１によって接合テープ１を、未乾燥単板ａ３０と未乾燥単板ａ３１との接合端縁同
士を中程に含めた狭小部分に圧接すべく、各接合促進部材２１を実線で示す位置に往動さ
せるように、作動機構２２の作動を制御すると共に、未乾燥単板ａ３０と未乾燥単板ａ３
１が下手側に搬送されている時は、単板搬送速度に同調する速度で以って、接合促進機構
Ｇａを図示矢印方向に移動させ、また前記切断機構Ｆの作動状況に応じて、未乾燥単板ａ
３０と未乾燥単板ａ３１の搬送を休止する際には、接合促進機構Ｇａの移動も休止するよ
うに、駆動源２０の作動を制御し、更に少なくとも接合テープ１が接合促進部材２１によ
って圧接されている間に、接合テープ１を若干繰戻すように、駆動源２５の作動を制御す
る。
【００５１】
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　そして、接合促進部材２１を介して、接合テープ１に必要十分に接合促進作用を付与し
た後は、図１２に例示する如く、接合促進部材２１を実線で示す位置に復動させると共に
、引き続いて接合促進区域内に到来する少なくとも一箇所の未接合の接合端縁同士の内で
、最も搬送方向下手側に位置する未接合の接合端縁同士、即ち、未乾燥単板ａ３１と未乾
燥単板ａ３２との接合端縁同士の位置に、接合促進部材２１の位置を合致させるべく、接
合促進機構Ｇａを移動させるように、駆動源２０の作動を制御し、更に未乾燥単板ａ３１
と未乾燥単板ａ３２との接合端縁同士の位置に、接合促進部材２１の位置が合致したら、
前段で述べた動作と同様に、接合テープ１を圧接して分断するように、作動機構２２、駆
動源２０・２５の作動を制御する。勿論、この場合も、各未乾燥単板の搬送又は搬送休止
と同調するように、接合促進機構を移動又は移動休止させるもので、換言すると、各未乾
燥単板を搬送している時と搬送を休止している時のいずれであっても、接合促進部材によ
る接合促進作用の付与ができるように、作動機構、駆動源等の作動を制御するものである
。
【００５２】
　以下、同様の動作の繰返しによって、順次未乾燥単板の接合端縁同士が接合テープによ
って接合されることになるが、接合促進区域内に到来する未接合の接合端縁同士の数は、
各未乾燥単板の長さに応じて変動するので、制御機構は、接合促進区域内に到来する少な
くとも一箇所の未接合の接合端縁同士の内で、常に最も搬送方向下手側に位置する未接合
の接合端縁同士の位置に、接合促進部材の位置を合致させるべく、接合促進機構を移動さ
せることが肝要であり、加えて、接合促進区域内に未接合の接合端縁同士が存在しなくな
った際には、当初の待機位置（接合促進部材２１の中央が、線Ｚ１に合致する位置）へ速
やかに接合促進機構を移動させるように、駆動源２０の作動を制御する。
【００５３】
　但し、述上の如き接合処理の過程に於て、接合促進区域内に、定尺切断に伴う未接合の
接合端縁同士が到来した場合と、乾燥難易度計測器の計測信号に基づき、接合が不要であ
ると判別された未接合の接合端縁同士が到来した場合には、制御機構は、接合促進部材２
１による接合テープ１の圧接と、テープ繰出しロール２３による接合テープ１の分断とを
休止させるように、作動機構２２、駆動源２５の作動を制御する。
【００５４】
　因に、接合テープに必要十分に接合促進作用を付与する為には、相応の圧接時間が必要
であり、接合促進区域内に頻繁に未接合の接合端縁同士が到来する場合（未接合の接合端
縁同士の到来数が多くなる場合）には、接合促進機構の作動位置が、徐々に接合促進区域
の下手側に移ることになり、理論的には、いずれ後退限界に至る（接合促進部材の中央が
、接合促進区域の最も単板搬送方向下手側に相当する位置に至る）可能性も、皆無ではな
いが、現実的には、未乾燥単板の長さは長短不揃いであり、入り乱れて搬入されるのが普
通であるから、接合促進区域の長さを、適宜の長さ（例えば長さ３０ｃｍの未接合の未乾
燥単板が、６～７枚進入することを許容するに足る長さ）に設定すれば、接合促進機構が
後退限界に至る虞は殆どなく、また必要に応じては、接合促進機構が後退限界に至った場
合に限り、適宜の限界信号を発信できるように構成して、未乾燥単板の切断処理を、自動
的又は手動的に暫時休止する処置を施せば足りる。
【００５５】
　而して、湿潤状態にある未乾燥単板を接合する場合に、接合の即効性からすると、図示
例の如く、親水熱硬化性接着剤を塗工して成る未乾燥単板用の接合テープを用いて、接近
させた接合端縁の近辺を接合するのが最も有効ではあるが、本発明に係る各処理方法の実
施に用いる処理装置としては、図示した処理装置に限るものではなく、接合資材の種類を
含めて、種々の公知の処理装置を改良して用いることが可能であり、たとえ接合の休止に
不向きに見える連続状の接合資材であっても、未乾燥単板に一旦接着してから、例えば「
単板の横剥装置」（特公昭５５－７８０２号公報）・「ベニヤ単板接合機に於ける定尺切
断方法及びその装置」（特開昭５６－４６７０３号公報）等に開示される技術の如く、接
合端縁同士の位置乃至は接合端縁同士の近辺に於て、ナイフ状或は円盤状の刃物を、連続
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状の接合資材に作用させて切断するように構成すれば、結果的に、接合を休止させること
が可能であって、図示例の接合態様・接合機構に限定するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　以上明らかな如く、本発明は、未乾燥単板の処理形態を拡充するに有効な処理方法であ
り、斯界に於ける利用可能性は甚大である。尚、前記説明で述べた種々の具体的な数値は
、実験に基づいて定めた数値であり、一応の有効な目安ではあるが、必ずしも限定するも
のではなく、未乾燥単板の性状等に対応させて、適宜設計変更して差支えない
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】複数枚の未乾燥単板を用いて、所望長さの未乾燥の接合定尺単板を作成する工程
を示した工程説明図である。
【図２】複数枚の未乾燥単板を用いて、所望長さの未乾燥の定尺単板群を作成する工程を
示した工程説明図である。
【図３】複数枚の未乾燥単板を用いて、所望長さの未乾燥の接合定尺単板を作成する工程
を示した工程説明図である。
【図４】複数枚の未乾燥単板を用いて、所望長さの未乾燥の定尺単板群を作成する工程を
示した工程説明図である。
【図５】複数枚の未乾燥単板を用いて、所望長さの未乾燥の定尺単板群を作成する工程を
示した工程説明図である。
【図６】複数枚の未乾燥単板を用いて、所望長さの未乾燥の接合定尺単板を作成する工程
を示した工程説明図である。
【図７】複数枚の未乾燥単板を用いて、所望長さの未乾燥の定尺単板群を作成する工程を
示した工程説明図である。
【図８】本発明に係る各処理方法の実施に用いることができる接合処理装置の側面概略説
明図である。
【図９】図８に例示した接合処理装置の要部を成す接合機構の拡大説明図である。
【図１０】図８に例示した接合処理装置の要部を成す切断機構の作動説明図である。
【図１１】図８に例示した接合処理装置の要部を成す接合機構の作動説明図である。
【図１２】図８に例示した接合処理装置の要部を成す接合機構の作動説明図である。
【図１３】図８に例示した接合処理装置の要部を成す接合機構の作動説明図である。
【符号の説明】
【００５８】
Ａ１・Ａ２・Ａ３・Ａ４・Ａ５・Ａ６：不定形な未乾燥単板
Ａ７・Ａ８・Ａ９・Ａ１０・Ａ１１　：不定形な未乾燥単板
Ａ１２・Ａ１３・Ａ１４・Ａ１５　　：不定形な未乾燥単板
Ａ１６・Ａ１７・Ａ１８・Ａ１９　　：不定形な未乾燥単板
Ａ２０・Ａ２１・Ａ２２・Ａ３５　　：不定形な未乾燥単板
ａ１・ａ２・ａ３・ａ４・ａ５・ａ６’　：成形した未乾燥単板
ａ７・ａ８・ａ９’・ａ１０・ａ１１　：成形した未乾燥単板
ａ１２・ａ１２’・ａ１３・ａ１４’　：成形した未乾燥単板
ａ１５・ａ１６・ａ１７・ａ１８　　：成形した未乾燥単板
ａ１９’・ａ２０’・ａ２１・ａ２２　：成形した未乾燥単板
Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　：所望長さの未乾燥の接合定尺単板
Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　：所望長さの未乾燥の定尺単板群
ｃ　　　　　　　　　　　　　　　：所定限度を超える難乾燥部位
Ｅ　　　　　　　　　　　　　　　：接合処理装置
Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　：切断機構
Ｇ　　　　　　　　　　　　　　　：接合機構
Ｌ　　　　　　　　　　　　　　　：接合定尺単板及び定尺単板群の長さ
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Ｌａ　　　　　　　　　　　　　　：接合端縁の接近位置から接合促進区域までの距離
Ｌｂ　　　　　　　　　　　　　　：接合促進区域の長さ
Ｌ１　　　　　　　　　　　　　　：所定限度を超える難乾燥部位の長さ
Ｌ２　　　　　　　　　　　　　　：難乾燥部位を含まない短尺の未乾燥単板の長さ
Ｌ３　　　　　　　　　　　　　　：定尺切断で分離される短尺の未乾燥単板の長さ
１　　　　　　　　　　　　　　　：接合テープ
１Ｒ　　　　　　　　　　　　　　：接合テープリール
２　　　　　　　　　　　　　　　：アンビルロール
３・１８・２０・２５　　　　　　　：駆動源
５　　　　　　　　　　　　　　　：切断刃
７・１３・１５・２２　　　　　　　：作動機構
８　　　　　　　　　　　　　　　：単板検知器
１０　　　　　　　　　　　　　　：乾燥難易度計測器
１１　　　　　　　　　　　　　　：選別開閉体
１６・１７　　　　　　　　　　　：上下一対の間歇搬送コンベア
２１　　　　　　　　　　　　　　：接合促進部材
２３　　　　　　　　　　　　　　：テープ繰出しロール

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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